
岩手県子ども・子育て支援事業支援計画（2025～2029）
（改訂素案）パブリック・コメント実施結果

資料№1

1 意見募集期間

令和７年12月26日（金）～令和８年１月25日（日）

２ 実施方法

（1）周知方法 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
 県ホームページへの資料等掲載

（2）意見受付方法 郵便（持参を含む。）、ファクシミリ、電子メール

３ 意見件数及び対応状況

（1）意見件数 電子メール １通（２件）

（2）決定への反映状況

区分 内容 件数

A（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの

B（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの

C（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの

D（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの ２

E（対応困難） A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの

F（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等）

計 ２
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１  「乳児等通園支援の実施」の追加

「岩手県子ども・子育て支援事業支援計画
（2025～2029）」改訂最終案概要

乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等
の推進に関する体制の確保の内容

・ 乳児等通園支援事業は、乳児又は満３歳未満の幼児を対象としていることを踏まえ、乳
児等通園支援事業の利用終了後の受入に係る教育・保育施設と乳児等通園支援事業者
との連携について、情報提供等を通じて、市町村の取組を支援します。

・ 満３歳児クラスを活用し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入を行う幼稚園等に
対し、助言等の必要な支援を行います。

新規

資料№２

・ 保育士・保育所支援センターの法定化及び乳児等通園支援の実施を踏まえた記載の見
直し。

特定教育・保育、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援を行う者並びに地域子ど
も・子育て支援事業に従事する者の確保

２ 「実施者・従事者の確保及び資質向上」 一部改正
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３ 「各年度の教育・保育の量の見込みと提供体制、実施時期」

「岩手県子ども・子育て支援事業支援計画（2025～2029）」
改訂最終案概要

別表１－１・１－２
教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期（県全域、各区域）

・ 満３歳以上限定小規模保育事業の新設に伴い、２号認定区分の確保の内容に「特定地
域型保育事業」の欄を追加。（計画期間内に実施予定なし）
・ 市町村計画の見直しに伴う確保の内容の見直し。

一部改正

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

１号認定

（３歳以上・教育認定）

見込み量 3,745 3,566 3,359 3,178 3,017

確保方策 8,009 7,815 7,674 7,538 7,449

２号認定

（３歳以上・保育認定）

見込み量 16,508 15,772 14,935 14,277 13,720

確保方策 17,511 17,372 17,073 16,789 16,599

３号認定

（３歳未満・保育認定）

見込み量 11,601 11,227 10,056 10,827 10,629

確保方策 13,495 13,503 13,397 13,304 13,217

計
見込み量 31,854 30,565 28,350 28,282 27,366

確保方策 39,015 38,690 38,144 37,631 37,265



様式第１号（第９関係）

類似意見

件数（件）

決定への

反映状況

7実施者・従事者の

確保及び資質向上

(1) 特定教育・保

育、特定地域型保育

及び特定乳児等通園

支援を行う者並びに

地域子ども・子育て

支援事業に従事する

者の確保

　現在、保育士資格や教員免許を有しないまま、保育施設において保育

補助業務に従事している職員は少なくない。これまで保育の量的拡充を

目的として、無資格の保育補助者の配置も進められてきた。一方で、現

在は保育の量的確保から、質の維持・向上を重視する段階へと移行して

いる。有資格者の再雇用を進めることも重要であるが、併せて、既に保

育現場で役割を担っている無資格保育補助者に対し、本県独自の保育研

修の機会を設けることや、資格取得に向けた学びを支援する仕組みを整

備することが求められるのではないだろうか。

D

（参考）

8 専門的な知識・技

術を要する支援

(5) 障がい児施策の

充実等

　本内容は「岩手県障がい児福祉計画」において取り扱われる事項に含

まれる可能性があるが、あえて明記したい。

　現在、岩手県で障がいのある子どもが出生した場合、保護者が就労形

態の変更や離職を余儀なくされるケースが少なくない。障がいのある子

どもの誕生を契機として、生活全体を大きく変えざるを得なかった家庭

の実例も確認されている。

　その背景には、障がいのある子どもを受け入れる保育施設が十分に確

保されていないことに加え、専門機関が存在していても利用しにくい状

況があること（例えば、盛岡市ひまわり学園における開所時間の制約

等）が挙げられる。結果として、保護者に対する就労・生活両面での継

続的な支援体制が、現状では十分に整備されていないという課題があ

る。

　また、保護者にとって、子どもの障がいを受け止めること自体が容易

ではないにも関わらず、居住地域によって必要な支援を十分に受けられ

ない状況が生じていることは、保護者にとってさらなる負担となってい

る。早急な改善が必要と考える。

D

（参考）

区分

A（全部反映）

B（一部反映）

C（趣旨同一）

D（参考）

E（対応困難）

F（その他）

意見検討結果一覧表

（案名：岩手県子ども・子育て支援事業支援計画（2025～2029）【改訂素案】への御意見について）

1

2

内容

検討結果（県の考え方）意見番号

その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等）

　県では、保育士資格や幼稚園教諭免許を有してはいないものの、地域の子育て支援の仕事

に興味を持ち、子育て支援分野の職務に従事することを希望する方等を対象とした「子育て

支援員研修」を実施しているほか、必要な教科目を受講する際の受講料等の一部を補助する

「保育士資格取得支援事業」や「幼稚園教諭免許状取得支援事業」を実施しており、教育・

保育の従事者が必要な知識や資格を取得できるよう支援してまいります。

　御意見にありました「障がいのある子どもを出生した場合に、保護者が就労形態の変更や

離職を余儀なくされる」「障がいのある子どもを受け入れる保育施設が十分に確保されてい

ない」こと等の現状については、早急に改善すべき課題として認識しているところです。

　県では「岩手県障がい児福祉計画」を策定し、障がい児やその家族が身近な地域で必要な

支援を受けられるよう障がいの早期発見・早期支援に向けた関係機関の連携や地域支援体制

の整備、地域における中核的な支援施設としての児童発達支援センターの設置促進など、相

談支援の提供体制の確保を図ることとしております。

　県においては、県が設置する県立療育センター等が地域自立支援協議会療育関係部会と連

携を図り、地域における障がい児者の支援体制の充実を図るとともに、保育や障がい福祉

サービスの提供主体である市町村に対し保護者の利用ニーズに応じたサービスの提供がなさ

れるよう働きかけを行ってまいります。

意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの

意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの

意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの

計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの

A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの
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